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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体内に配設された電動送風機と、
　該電動送風機で吸引した空気に含まれた塵埃を捕集し集積する集塵容器と、を備え、
　前記集塵容器は、吸込口と塵埃を集積する集塵部を有し、前記吸込口と対向する面が開
口した集塵ケースと、
　塵埃を含んだ空気を塵埃と塵埃を除いた空気に分離する塵埃分離部と、
　前記集塵ケースに回動自在に設けられた前記集塵ケースの開口を閉塞する蓋体で構成さ
れ、
　前記塵埃分離部は、
　前記吸込口と連通する導入口連通部と、
　前記導入口連通部と連通し、塵埃を含んだ空気を旋回させ塵埃と塵埃を除いた空気に遠
心分離する旋回部と、
　前記旋回部の内側に向かって円筒形状に突出し、前記旋回部内の空気を吸気する吸気口
が先端に設けられ、吸気した空気を排気する排気口が根本に設けられた円筒部と、
　前記旋回部の外壁に設けられ、前記旋回部から前記集塵部へと連通する複数の開口と、
を備え、
　前記複数の開口は、
　前記排気口寄りに設けられた第１の開口と、
　前記吸気口寄りに設けられた第２の開口と、
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　を含んで構成され、
　前記第２の開口は、前記円筒部の軸方向において、前記吸気口よりも前記排気口側に開
口していることを特徴とする電気掃除機。
【請求項２】
　前記第２の開口は、前記第１の開口よりも開口面積が小さいことを特徴とする請求項１
に記載の電気掃除機。
【請求項３】
　前記円筒部は、前記排気口の側の径が前記吸気口の側の径よりも大きくなるようにテー
パーが設けられていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の電気掃除機。
【請求項４】
　前記集塵ケース、あるいは前記旋回部、あるいはそれら両方に、塵埃の戻り防止のため
のリブを設けたことを特徴とする請求項１から請求項３の何れか１項に記載の電気掃除機
。
【請求項５】
　前記蓋体に第１のフィルターを備え、該第１のフィルターと前記円筒部の前記排気口と
の間にフィルターカバーを設け、該フィルターカバーは前記塵埃を除いた空気が通過でき
る連通口を有し、該連通口に第２のフィルターを備えたことを特徴とする請求項１から請
求４の何れか１項に記載の電気掃除機。
【請求項６】
　前記連通口に備えた第２のフィルターは、前記第１のフィルターより目を粗くしたこと
を特徴とする請求項５に記載の電気掃除機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電気掃除機、詳しくは集塵袋を用いないサイクロン式の集塵容器を備えた電気
掃除機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、集塵袋を用いない集塵容器を備えた電気掃除機として、集塵容器の吸入口の出口
部と対向する集塵容器の内壁に、吸入口の出口部から吸引された塵埃を含んだ空気を整流
するための突起部を設けたものがある。吸入口から集塵容器内に吸引された塵埃を含んだ
空気を、突起部により集塵容器内の複数の方向へ分流させ、突起部と同じ内壁面に設けら
れた塵埃を分離するフィルターの表面に堆積する塵埃を吹き飛ばし、フィルターの目詰り
を抑えるようにしたものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２３２１７号公報（第３頁、図６）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の電気掃除機は集塵容器内が単一の空間であり、その単一の空間内
に空気を分流するための突起部と塵埃を分離するフィルターを設けているため、フィルタ
ーの表面から吹き飛ばした塵埃が再びフィルターの表面に堆積することになる。よって、
電動送風機が吸引する空気は塵埃が堆積したフィルターを通過することになるため、塵埃
の増加により吸引力が低下する、という問題があった。
【０００５】
また、電動送風機が吸引する空気が、塵埃の堆積したフィルターを通過することにより排
気臭が気になる、という問題があった。
【０００６】
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　本発明は、前述の課題を解決するためになされたもので、吸引力が低下しにくく、排気
臭が気にならない、電気掃除機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　課題を解決する本発明に係る電気掃除機は、本体内に配設された電動送風機と、電動送
風機で吸引した空気に含まれた塵埃を捕集し集積する集塵容器とを備え、集塵容器は、吸
込口と塵埃を集積する集塵部を有し、吸込口と対向する面が開口した集塵ケースと、塵埃
を含んだ空気を、塵埃と塵埃を除いた空気に分離する塵埃分離部と、集塵ケースに回動自
在に設けられた集塵ケースの開口を閉塞する蓋体で構成され、塵埃分離部は、吸込口と連
通する導入口連通部と、導入口連通部と連通し、塵埃を含んだ空気を旋回させ塵埃と塵埃
を除いた空気に遠心分離する旋回部と、旋回部の内側に向かって円筒形状に突出し、旋回
部内の空気を吸気する吸気口が先端に設けられ、吸気した空気を排気する排気口が根本に
設けられた円筒部と、旋回部の外壁に設けられ、旋回部から集塵部へと連通する複数の開
口と、を備え、複数の開口は、排気口寄りに設けられた第１の開口と、吸気口寄りに設け
られた第２の開口と、を含んで構成され、第２の開口は、円筒部の軸方向において、吸気
口よりも排気口側に開口しているものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、塵埃を含んだ空気を、塵埃と塵埃を除いた空気に分離する塵埃分離部
に、集塵部と連通する複数の開口を備えたので、塵埃分離部で空気と分離された塵埃が一
つの開口で集塵部へ排出できなくても、他の開口から排出することができる。よって、空
気が流れる経路から塵埃を排除できるので、塵埃による吸引力の低下を抑えることができ
る。
【０００９】
また、空気が流れる経路から塵埃を排除できるので、空気が集積された塵埃中を通過する
ことがなく排気臭を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態1に係る電気掃除機を示す外観斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態1に係る電気掃除機の側面方向から見た断面図である。
【図３】本発明の実施の形態1に係る電気掃除機の集塵容器を示す外観斜視図である。
【図４】集塵容器の蓋体の開放状態を示す斜視図である。
【図５】集塵容器内の要部が見えるように集塵ケースを一部切断した斜視図である。
【図６】集塵容器に内包される塵埃分離部の外観斜視図である。
【図７】集塵容器に内包される塵埃分離部の外観側面図である。
【図８】本発明の実施の形態1に係る電気掃除機内の塵埃と空気の動きを示した側面方向
から見た断面図である。
【図９】集塵容器内の塵埃と空気の動きを示した要部断面斜視図である。
【図１０】蓋体を除いた集塵容器を蓋体側から見た図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
実施の形態１．
（電気掃除機の構成）
　図１は本発明の実施の形態1に係る電気掃除機を示す外観斜視図、図２は本発明の実施
の形態1に係る電気掃除機の側面方向から見た断面図である。
以下、図１及び図２により本発明の実施の形態１に係る電気掃除機の構成について説明す
る。
なお、それぞれの図において、同じ部分または相当する部分には同じ符号を付し、一部の
説明を省略することがある。
【００１２】
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　図１に示すように、１００は本発明の実施の形態1に係る電気掃除機であり、本体１と
集塵容器８を備えている。集塵容器８はカバー７で覆われた箇所に、後述する取っ手２０
を有している。
【００１３】
図２に示す回動軸２ａを支点にカバー７を回動させると取っ手２０が露出する。取っ手２
０を持って本体１の上方へ抜き出すようにすると本体１から取り外すことができる。
【００１４】
本体１は図１に示すように、それぞれ樹脂成形で形成された本体１の上部を構成する上ケ
ース２と本体１の下部を構成する下ケース３と本体１の前部を構成する前ケース４により
構成されている。
【００１５】
　前ケース４にはホース体接続口９が設けられている。ホース体接続口９には、塵埃を空
気と一緒に吸引する吸込具と伸縮構造を有する硬質延長管と蛇腹のような可撓性を有する
軟質管等から成る、図示しないホース体を接続できるようになっている。
【００１６】
　下ケース３の両側面に車輪６ａと、底面にキャスター６ｂが取り付けられている。車輪
６ａとキャスター６ｂにより、ホース体を引き廻すことで電気掃除機１００が自在に移動
できるようになっている。
【００１７】
　本体１の前側には本体把持部５が設けられている。本体把持部５を持つことにより本体
１を持ち運ぶことができる。
【００１８】
　図２に示すように、集塵容器８は本体１内に収容される。集塵容器８を構成する集塵ケ
ース１０に設けられた後述する吸込口１１とホース体接続口９は、集塵容器８が収容され
た状態で連通している。
【００１９】
　集塵容器８は塵埃分離部１２を内包している。塵埃分離部１２は空気と一緒に吸引され
た塵埃を、塵埃と塵埃を除いた空気に分離するものである。また、集塵容器８は集塵部１
３を有している。集塵部１３は塵埃を集積するものである。
【００２０】
　集塵容器８を構成する集塵ケース１０には、回動自在な蓋体１７が設けられている。蓋
体１７には第１のフィルター１６が取り付けられている。さらに蓋体１７にはフィルター
カバー１４が設けられ、フィルターカバー１４には第２のフィルター１５が取り付けられ
ている。なお、集塵容器８の構成については、後段で更に詳しく説明する。
【００２１】
　本体１の後方には電動送風機１８が内包されている。電動送風機１８は塵埃を含んだ空
気を吸引する吸引風を発生させるものである。
【００２２】
　また、本体１の後方下部には制御基板１９が内包されている。制御基板１９は、図示し
ない操作部に設けられたスイッチの操作により、電動送風機１８の動作を制御するもので
ある。その他、図示しないが電源コードを巻き取り保持するコードリールも本体１に内包
している。
【００２３】
（集塵容器の構成）
　図３は本発明の実施の形態1に係る電気掃除機の集塵容器を示す外観斜視図、図４は集
塵容器の蓋体の開放状態を示す斜視図、図５は集塵容器内の要部が見えるように集塵ケー
スを一部切断した斜視図、図６は集塵容器に内包される塵埃分離部の外観斜視図、図７は
集塵容器に内包される塵埃分離部の外観側面図である。
以下、図３～図７により本発明の実施の形態１に係る電気掃除機の集塵容器の構成につい
て詳しく説明する。
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なお、それぞれの図において、同じ部分または相当する部分には同じ符号を付し、一部の
説明を省略することがある。
【００２４】
　図３及び図４に示すように、集塵容器８はそれぞれ樹脂成形で形成された集塵ケース１
０と塵埃分離部１２及び蓋体１７で構成される。
【００２５】
　集塵ケース１０は内部に塵埃を集積する集塵部１３を有するので、内部が視認できるよ
う透明度の高い樹脂で形成される。集塵ケース１０には、前述のホース体接続口９と連通
する吸込口１１が設けられている。集塵ケース１０の吸込口１１と対向する面側は開口し
ている。
【００２６】
その集塵ケース１０の開口を、集塵ケース１０に回動自在に取り付けられた蓋体１７で閉
塞している。蓋体１７にはプリーツ状の第１のフィルター１６が取り付けられている。ま
た、蓋体１７には回動自在のフィルターカバー１４が設けられている。フィルターカバー
１４は第１のフィルター１６を覆うように、塵埃分離部１２と第１のフィルター１６の間
に取り付けられる。
【００２７】
　フィルターカバー１４には、後述する円筒部２４の排気口２６からの空気を通気する連
通口２９を有している。連通口２９には第２のフィルター１５が取り付けられている。第
２のフィルター１５は、第１のフィルター１６よりも目が粗いものである。
【００２８】
　集塵ケース１０にはアーチ状の取っ手２０が設けられている。取っ手２０の中央にはロ
ックレバー２１が取り付けられている。ロックレバー２１は、ロックレバー回動軸２１ａ
を図示しない穴に回動自在に軸支されている。
【００２９】
　ロックレバー２１は図示しない弾性手段により蓋体１７を閉塞する方向に付勢されてい
る。その付勢力に抗してロックレバー２１を操作すると、蓋体１７の保持が解除され蓋体
１７が開放される。集塵ケース１０内には塵埃を集積する集塵部１３があるので、蓋体１
７を開放して集積された塵埃を廃棄することができる。
【００３０】
　図５に示すように集塵ケース１０の内部には、図６、図７で示す塵埃分離部１２が収容
されている。塵埃分離部１２は集塵ケース１０から取り外し可能である。図４に示すよう
に係止片３０を保持爪３１に、図６に示す係止穴３２を集塵ケース１０に設けられた図示
しない係止爪にそれぞれ係合させることで取り付けできる。
【００３１】
　塵埃分離部１２は、図６に示すように導入口連通部２２と旋回部２３及び円筒部２４で
構成される。導入口連通部２２と旋回部２３及び円筒部２４はそれぞれ樹脂成形で形成さ
れている。本発明の実施の形態では、導入口連通部２２と旋回部２３は一体で形成され、
円筒部２４は別に形成した部品を組合せたものとなっている。
【００３２】
但し、これに限定されるものではなく、導入口連通部２２と旋回部２３及び円筒部２４を
それぞれ別に形成しても、導入口連通部２２と旋回部２３及び円筒部２４を一体で形成し
てもよい。
【００３３】
　導入口連通部２２は一端が集塵ケース１０の吸込口１１と接続され、ホース体接続口９
と連通（図２参照）し、他端が旋回部２３と連通する。
【００３４】
　旋回部２３はその中にテーパーが付いた円筒部２４が設けられている。円筒部２４は吸
気口２５と排気口２６を有する。円筒部２４は前述のようにテーパーが付いているので吸
気口２５側が細く、排気口２６側が太くなっている。よって、吸気口２５よりも排気口２
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６の面積が広くなっている。
【００３５】
　旋回部外壁２３ａには第１の開口２７及び第２の開口２８が設けられている。図７に示
すように、第１の開口２７は円筒部２４の排気口２６寄りに、第２の開口２８は円筒部２
４の吸気口２５寄りにそれぞれ設けられている。
【００３６】
　第１の開口２７は第２の開口２８よりも大きい面積を有している。空気が流通する通気
経路でみると、第１の開口２７が第２の開口２８よりも上流に位置している。第１の開口
２７及び第２の開口２８は集塵部１３と連通している。集塵部１３は通気経路から外れて
設けられている。
【００３７】
塵埃分離部１２で空気と分離した塵埃を第１の開口２７及び第２の開口２８から集塵部１
３へ排出する。集塵部１３は通気経路から外れているので、集塵部１３へ排出された塵埃
は通気経路へ戻ることがない。
【００３８】
　図７に示すように、吸気口２５は第２の開口２８の始点よりも下流に位置している。な
お、通気経路及び塵埃の分離については次段以降の動作で詳しく説明する。
【００３９】
（動作）
　次に図８、図９により本発明の実施の形態１に係る電気掃除機の動作について詳しく説
明する。図８は本発明の実施の形態1に係る電気掃除機内の塵埃と空気の動きを示した側
面方向から見た断面図、図９は集塵容器内の塵埃と空気の動きを示した要部断面斜視図で
ある。
【００４０】
　図８、図９に示すように、塵埃を含んだ空気がＡのように吸引されて吸込口１１を通過
し、Ｂのように塵埃分離部１２を構成する導入口連通部２２を通過、さらにＣのように塵
埃分離部１２を構成する旋回部２３へ流れる。導入口連通部２２から旋回部２３へ連通す
る経路は徐々に狭くなっているため、空気の流速が増すようになっている。
【００４１】
　旋回部２３は、旋回部内面と円筒部２４の外側が空気を旋回させる経路となっており、
塵埃を含んだ空気はＤのように旋回部へ吸引され旋回流となる。旋回流は円筒部２４の外
側を、排気口２６側を上流として吸気口２５側へＤのように旋回しながら流れる。
【００４２】
　旋回部では塵埃を含んだ空気に遠心力が掛かるので、旋回部内面へ塵埃が押し付けられ
るように旋回する。旋回部外壁２３ａには上流の円筒部２４の排気口２６寄りに第１の開
口２７、下流の円筒部２４の吸気口２５寄りに第２の開口２８が設けられている。
【００４３】
　遠心力により旋回部内面へ押し付けられるように旋回している塵埃は、図９に示すＸ１
のように第１の開口２７から、連通する集塵部１３へ排出される。前述（段落００３３）
のように円筒部２４はテーパーが付いていて吸気口２５側が細く、排気口２６側が太くな
っている。
【００４４】
よって、旋回部内面との空間は排気口２６側が狭くなるため、排気口２６付近で流速が最
も速くなることから、空気に含まれる塵埃に掛かる遠心力も最大となるので、ほとんどの
塵埃は第１の開口２７から排出される。
【００４５】
Ｘ１のように大きく重量もある塵埃を排出するため、遠心力が最大となる位置にある第１
の開口２７は第２の開口２８よりも開口面積が大きくなっている。
【００４６】
　第１の開口から排出しきれなかった塵埃があるときは、円筒部２４の吸気口２５寄りに
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設けられた第２の開口２８から図９に示すＸ２のように排出される。
【００４７】
　前述のように塵埃を含んだ空気から遠心力で塵埃が分離され、第１の開口２７及び第２
の開口２８から集塵部１３へ排出されるので、第２の開口２８以降へ流れる空気は塵埃を
含まない空気となって図９に示すＥのように円筒部２４の吸気口２５へ送られる。
【００４８】
図７に示すように、円筒部２４の吸気口２５は第２の開口２８の始点位置よりも下流にあ
る。よって前述のように空気が円筒部２４の吸気口２５へ送られる前に塵埃が分離され、
第１の開口２７及び第２の開口２８から排出されるので、塵埃を含まない空気を円筒部２
４の吸気口２５へ送れるようになる。
【００４９】
　なお、本発明の実施の形態では旋回部外壁２３ａに開口を２つ設けた例で説明している
が、旋回部外壁２３ａに設ける開口は１つではない複数個あればよい。よって、２つに限
定されるものではなく、例えば３つ設けても塵埃の排出に貢献するものである。
【００５０】
　排出された塵埃は集塵部１３に集積されるが、図１０に示すように塵埃Ｘ５が排出され
た勢いで空気の流れHのように回転する。そのまま回転すると、集塵ケース１０と旋回部
２３の間にわずかにある隙間３７に吸い込まれ、再び通気経路に戻る可能性がある。
【００５１】
よって、集塵ケース１０側に塵埃の戻り防止のためのリブａ３３、旋回部２３側に塵埃の
戻り防止のためのリブｂ３４を設けることで、塵埃Ｘ５が再び通気経路に戻ることを防止
している。なお、ここでいうリブとは、数ミリの厚さを有する板状の突出した形状のこと
である。
【００５２】
また、本発明の実施の形態では集塵ケース１０と旋回部２３にそれぞれ戻り防止のための
リブａ３３、リブｂ３４を設けているが、何れか一方にリブを設けることでも同様に塵埃
Ｘ５が再び通気経路に戻ることを防止できる。
【００５３】
　円筒部２４の吸気口２５に送られた空気は、図８に示すＦのように円筒部２４の内部を
通過し円筒部２４の排気口２６に至る。さらに排気口２６の下流側に設けられたフィルタ
ーカバー１４の連通口２９の第２のフィルター１５を通り、第１のフィルター１６を通過
し電動送風機１８に至る。
【００５４】
　第２のフィルター１５は万が一に対応する予防のためのフィルターである。第１のフィ
ルター１６は微細塵を捕集するもので、プリーツ状で目が細かいため、塵埃が付着すると
目詰まりを起こす可能性が高く、第１のフィルター１６のメンテナンスが必要となる。第
１のフィルター１６はプリーツ状であるのでメンテナンスは容易ではない。
【００５５】
そのため、万が一第１の開口２７及び第２の開口２８から集塵部１３へ排出されなかった
塵埃が円筒部２４の吸気口２５を通過してしまっても、第１のフィルター１６に到達する
前に第２のフィルター１５で捕集できるように、第２のフィルター１５を上流に配置して
いる。
【００５６】
　第２のフィルター１５は、図４に示すように平板状のフィルターカバー１４に設けられ
ているので、塵埃が除去し易い。
【００５７】
　第２のフィルター１５及び第１のフィルター１６を通過後、電動送風機１８に吸引され
、排出された空気は図示しない本体排気口から、本体１の外へ排出される。
【００５８】
　以上のように、旋回部に第１の開口及び第２の開口という複数の開口を設け、通気経路
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通過することがない。よって、集積した塵埃の増量による吸引力の低下を抑えることがで
きる。
【００５９】
また、旋回部に第１の開口及び第２の開口という複数の開口を設け、通気経路から外れた
集塵部へ塵埃を集積するようにしたので、第２のフィルター及び第１のフィルターへ到達
する塵埃がほとんどない。よって、第１のフィルターの目詰まりも発生しにくいので第１
のフィルターのメンテナンス頻度も低減できる。
【００６０】
万が一、第１の開口及び第２の開口という複数の開口から塵埃を排出できずフィルターに
塵埃が到達した場合でも、平板状の第２のフィルターを上流に配置したので、塵埃が除去
し易くメンテナンスが容易である。
【００６１】
そして、集塵ケースあるいは旋回部、あるいはそれら両方に、塵埃の戻り防止のためのリ
ブを設けたので、通気経路から排出された塵埃が再び通気経路に戻ることがなく、安定し
て集塵部に塵埃を集積できる。
【００６２】
　それから、吸引した空気が集積している塵埃を通過することがないので、吸引した空気
に塵埃の臭気が影響しにくく、本体外へ排気される空気の排気臭を抑えることができる。
【符号の説明】
【００６３】
　１　本体、２　上ケース、２ａ　回動軸、３　下ケース、４　前ケース、５　本体把持
部、６ａ　車輪、６ｂ　キャスター、７　カバー、８　集塵容器、９　ホース体接続口、
１０　集塵ケース、１１　吸込口、１２　塵埃分離部、１３　集塵部、１４　フィルター
カバー、１５　第２のフィルター、１６　第１のフィルター、１７　蓋体、１８　電動送
風機、１９　制御基板、２０　取っ手、２１　ロックレバー、２１ａ　ロックレバー回動
軸、２２　導入口連通部、２３　旋回部、２３ａ　旋回部外壁、２４　円筒部、２５　吸
気口、２６　排気口、２７　第１の開口、２８　第２の開口、２９　連通口、３０　係止
片、３１　保持爪、３２　係止穴、３３　リブａ、３４　リブｂ、３７　隙間、１００　
電気掃除機、Ａ　空気の流れ、Ｂ　空気の流れ、Ｃ　空気の流れ、Ｄ　空気の流れ、Ｅ　
空気の流れ、Ｆ　空気の流れ、Ｈ　空気の流れ、Ｘ１　塵埃、Ｘ２　塵埃、Ｘ３　塵埃、
Ｘ５　塵埃。
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